
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
等
の

○
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則

一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
案
新
旧
対
照
条
文

（昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）

【
第

一
条
関
係
】

（弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
の
測
定
の
方
法
）

第
二
条

　

（略
）

（人
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
）

第
二
条
　
弾
丸
の
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
き
法
第
二
条
第

一
項
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
値
は
、
弾
丸
を
発
射
す
る
方
向
に
垂
直
な
当
該
弾
丸
の
断
面
の
面
積

（単

位
は
、
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
第
百
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

最
大
の
も
の
に
二
十
を
乗
じ
た
値
と
す
る
。

（捕
鯨
用
標
識
銃
製
造
業
等
の
届
出
の
手
続
）

第
四
条

　

（略
）

（人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
の
届
出
の
手
続
）

第
五
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け
出
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
訓
期
邸
到
劉
∃
「
の
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
書
二

通
を
住
所
地

（法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
で
、

そ
の
法
人
の
業
務
の
た
め
の
所
持
に
つ
い
て
法
第
四
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定

（弾
丸
の
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
の
測
定
の
方
法
）

第

一
条
の
二
　

（略
）

（人
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
）

第

一
条
の
三
　
弾
丸
の
運
動

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
き
法
第
二
条
第

一
項
の
内
閣
府
令

で
定
め
る
値
は
、
弾
丸
を
発
射
す
る
方
向
に
垂
直
な
当
該
弾
丸
の
断
面
の
面
積

（単
位
は
、
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
第
十
六
条
の
三
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
う
ち
最
大
の
も
の
に
二
十
を
乗
じ
た
値
と
す
る
。

（捕
鯨
用
標
識
銃
製
造
業
等
の
届
出
の
手
続
）

第
二
条

　

（略
）

（人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
の
届
出
の
手
続
）

第
二
条
の
二
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け

出
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

一
号
の
二
の
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者

届
出
書
二
通
を
住
所
地

（法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従

業
者
で
、
そ
の
法
人
の
業
務
の
た
め
の
所
持
に
つ
い
て
法
第
四
条
第

一
項
第
二

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）一

頁



に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
別

記
様
式
第
二
号
の
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　
次
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第

一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し

た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
条
第
三
項
中

「使
用
人

が
」
と
あ
る
の
は

「人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
が
」
と
、

「使
用
人
で
な
く

な
つ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は

「自
己
の
監
督
の
下
に
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る

者
で
な
く
な

つ
た
場
合
」
と
、

「使
用
人
届
出
書
」
と
あ
る
の
は

「人
命
救
助

等
に
従
事
す
る
者
届
出
書
」
と
、

「当
該
使
用
人
に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
」

と
あ
る
の
は

「住
所
地
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「別
記
様
式
第
四
号
の
使
用
人

届
出
書
」
と
あ
る
の
は

「別
記
様
式
第
二
号
の
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届

出
書
」
と
、

「当
該
使
用
人
に
係
る
使
用
人
届
出
済
証
明
書
」
と
あ
る
の
は

「

人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「当
該
届

出
に
係
る
使
用
人
届
出
済
証
明
書
」
と
あ
る
の
は

「人
命
救
助
等
に
従
事
す
る

者
届
出
済
証
明
書
」
と
、

「当
該
使
用
人
届
出
済
証
明
書
」
と
あ
る
の
は

「当

該
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

（教
習
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
等
の
使
用
人
の
届
出
の
手
続
）

第
六
条
　
法
第
二
条
第
三
項
又
は
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

二
頁

号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
に
あ

つ
て
は
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
別

記
様
式
第
■
号
の
三
の
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

３
　
次
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第

一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し

た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
条
第
三
項
中

「使
用
人

が
」
と
あ
る
の
は

「人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
が
」
と
、

「使
用
人
で
な
く

な

つ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は

「自
己
の
監
督
の
下
に
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る

者
で
な
く
な
つ
た
場
合
」
と
、

「使
用
人
届
出
書
」
と
あ
る
の
は

「人
命
救
助

等
に
従
事
す
る
者
届
出
書
」
と
、

「当
該
使
用
人
に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
」

と
あ
る
の
は

「住
所
地
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「別
記
様
式
第
二
号
の
使
用
人

届
出
書
」
と
あ
る
の
は

「別
訓
欄
到
劉
「
刊
釧
コ
の
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る

者
届
出
書
」
と
、

「当
該
使
用
人
に
係
る
使
用
人
届
出
済
証
明
書
」
と
あ
る
の

は

「
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
」
と
、
同
条
第
五
項
中

「当

該
届
出
に
係
る
使
用
人
届
出
済
証
明
書
」
と
あ
る
の
は

「人
命
救
助
等
に
従
事

す
る
者
届
出
済
証
明
書
」
と
、

「当
該
使
用
人
届
出
済
証
明
書
」
と
あ
る
の
は

「当
該
人
命
救
助
等
に
従
事
す
る
者
届
出
済
証
明
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（教
習
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
等
の
使
用
人
の
届
出
の
手
続
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
三
項
又
は
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県



公
安
委
員
会
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
使
用
人
届
出

書
二
通
に
、
当
該
使
用
人
の
写
真

（提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
ラ
イ
カ
判
の
も
の
で
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月

日
を
記
載
し
た
も
の
。
以
下
同
じ
）
二
枚
を
添
え
て
、
当
該
使
用
人
に
係
る
事

業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
使
用
人
届
出
済
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

３

　

（略
）

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
朱
書
し
た
別
記
様

式
第
四
号
の
使
用
人
届
出
書
二
通
及
び
当
該
使
用
人
に
係
る
使
用
人
届
出
済
証

明
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

　

（略
）

（け
ん
銃
実
包
）

第
七
条

　

（略
）

（発
射
の
禁
止
に
係
る
規
定
の
適
用
が
な
い
射
撃
場
）

第
八
条

　

（略
）

（申
請
書
の
様
式
等
）

第
九
条
　
法
第
四
条
の
二
第

一
項

（法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
、

公
安
委
員
会
に
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
使
用
人
届
出

書
二
通
に
、
当
該
使
用
人
の
写
真

（提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
ラ
イ
カ
判
の
も
の
で
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月

日
を
記
載
し
た
も
の
。
以
下
同
じ
）
二
枚
を
添
え
て
、
当
該
使
用
人
に
係
る
事

業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
使
用
人
届
出
済
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る

３

　

（略
）

４
　
一馴
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
朱
書
し
た
別
記
様

式
第
二
号
の
使
用
人
届
出
書
二
通
及
び
当
該
使
用
人
に
係
る
使
用
人
届
出
済
証

明
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

　

（略
）

（け
ん
銃
実
包
）

第
二
条
の
二
　

（略
）

（発
射
の
禁
止
に
係
る
規
定
の
適
用
が
な
い
射
撃
場
）

第
二
条
の
三
　

（略
）

（申
請
書
の
様
式
等
）

第
四
条
　
法
第
四
条
の
二
第

一
項

（法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
、三

頁



第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
訓
樹
到
剃
利
矧
の
銃
砲
所
持
許
可
申
請
書
又
は
別
訓
期
邸
翻
刊
ｇ
「
の
刀
剣
類

所
持
許
可
申
請
書

（法
第
五
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
別
記
様
式
第
八
号
の
技
能
検
定
申
請
書
、
法
第
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
訓
欄
到
剃
川
矧
の
猟
銃
等
所
持
許
可
更
新
申

請
書
、
法
第
九
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
記
様

式
第
十
号
の
教
習
資
格
認
定
申
請
書
、
法
第
九
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
訓
樹
到
剃
刊

一‐
矧
の
練
習
資
格
認
定
申
請
書
）
二
通

を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｊ

調

劃

捌

引

∃

劇

洲

謝

劃

日

第
十
条

昴

醐

目

劃

劉

引

Ｈ

日

到

毬

刻

ョ

日

ョ

劉

一二

２

四

頁

第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第
九
条
の
十
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
訓
欄
到
剃
四
矧
の
銃
砲
所
持
許
可
申
請
書
又
は
別
訓
欄
到
剃
回
矧
硼
二‐
の
刀

剣
類
所
持
許
可
申
請
書

（法
第
五
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
別
訓
欄
到
剃
回
矧
釧
ョ
の
技
能
検
定
申
請
書
、
法
第
七
条
の
三
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
訓
潤
劉
馴
調
創
∃
四
馴
の
猟
銃
等
所

持
許
可
更
新
申
請
書
、
法
第
九
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
制型
引
「
ヨ
列
馴
刊
ｑ
ョ
の
教
習
資
格
認
定
申
請
書
、
法
第
九
条
の
十
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
刹
剤
馴
劃
コ
リ
「
ｑ
利
の
練
習
資

格
認
定
申
請
書
）
二
通
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（新
設
）



「
―ま‐
＝

一‐
日
こ
れ
ら
の
申
請
書
の
い
ず
れ
か

一
に
添
付
す
れ
ば
足
り
る
。

（申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十

一
条
　
法
第
四
条
の
二
第
二
項

（法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項

、
第
七
条
の
三
第
二
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第
九
条
の
十
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

法
第
四
条
第

一
項
又
は
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
人
若
し
く
は
貸
付
人
が
作
成
し
た
別
記
様
式

第
十
二
号
の
譲
渡
等
承
諾
書

（許
可
の
申
請
を
す
る
と
き
ま
で
に
譲
渡
人
又

は
貸
付
人
が
定
ま

つ
て
い
な
い
申
請
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
相
続

、
発
見
そ
の
他
当
該
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
所
持
す
る
こ
と
と
な
る
理
由
を
証

明
す
る
書
類

一
一　
法
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
法
第

七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
同
居
親
族
書

三
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
法
第

九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
射
撃
教
習
を
受
け
る
資
格
の
認
定
を
受
け

二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓

（申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条
の
二
　
法
第
四
条
の
二
第
二
項

（法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
二

項
、
第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第
九
条
の
十
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

法
第
四
条
第

一
項
又
は
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
人
若
し
く
は
貸
付
人
が
作
成
し
た
別
記
様
式

第
五
号
の
譲
渡
等
承
諾
書

（許
可
の
申
請
を
す
る
と
き
ま
で
に
譲
渡
人
又
は

貸
付
人
が
定
ま
つ
て
い
な
い
申
請
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
相
続
、

発
見
そ
の
他
当
該
銃
砲
又
は
刀
剣
類
を
所
持
す
る
こ
と
と
な
る
理
由
を
証
明

す
る
書
類

一
一　
法
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
法
第

七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
二
の
同
居
親
族
書

五

頁



判

Ｈ

冒

曇

硼

州

劉

劉

ョ

副

ｄ

ｄ

鳳

謳

当

四

　

（略
）

コ

訓
到
目
倒
Ⅶ
馴
醐
引
劃
ゴ
翻
馴
割
劉
樹
測
引
引
コ
劃
側
珂
劇
ｄ

ｌま‐

者
ヨ
例
劉
ョ
ｄ
司
馴
刻
当
司

エハ
　
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
狩
猟
又
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
供
す

る
た
め
ラ
イ
フ
ル
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
条
の

二
第
四
項
第

一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

七
ロ

ヨ

＝

「

国

羽

到

ｇ

ョ

司

１

ぶ

日

倒

刻

１

「

雪

コ

副

訓

劃

ヨ

Ｈ

Ц

ｄ

剰

引

当

η

川
　
法
第
四
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
剃
コ
剣
剃

一‐
矧

に
規
定
す
る
関
係
行
政
機
関
若
し
く
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
証
明
書

又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
の
証
明
書
及
び
別
訓
樹
到
剃
刊

四
号
の
試
験
又
は
研
究
の
実
施
概
要
書

川
　
法
第
四
条
第

一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
者
可
測
剃
四
剣
劉

ｄ
剥
洲
引
刑
刺
劃
測
川
剥
、
法
第
五
条
第

一
項
第

一
号
の
政
令
で
定
め
る
者

か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
猟
銃
に
つ
い
て
法

第
五
条
の
二
第
二
項
第

一
号
瀾
ｕ
ｄ
日
剃
ョ
珂
剃

一‐
矧
の
政
令
で
定
め
る
者

六

頁

ヨ
　
（略
）

口

訓
矧
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
狩
猟
又
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
供
す
る

た
め
ラ
イ
フ
ル
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
条
の
二

第
四
項
第

一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

ョ
　
法
第
四
条
第

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
剃

一‐
剣
釧
コ
剃

一
号
に
規
定
す
る
関
係
行
政
機
関
若
し
く
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
証

明
書
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
の
証
明
書
及
び
別
訓
樹
到

第
六
号
の
試
験
又
は
研
究
の
実
施
概
要
書

対
　
法
第
四
条
第

一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
者
、
法
第
五
条
第

一
項
第

一
号
の
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
者
の
う
ち
、
猟
銃
に
つ
い
て
法
第
五
条
の
二
第
二
項
第

一
号
の
政
令
で
定

め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
若
し
く
は
ラ
イ
フ
ル
銃
に
つ
い
て
同
条
第
四
項

第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
条
第

一



か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
若
し
く
は
ラ
イ
フ
ル
銃
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
第
二
号

の
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
条
第

一
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
推
薦
書

十
呵

Ｊ

馴

劇

刊

ヨ

壇

日

ぶ

因

田

製

酬

劃

刊
「
～
刊
洲
『
　

（略
）

２
　
同
時
に
複
数
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ

つ
て
は
、

申
請
人
の
写
真
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同

一
の
内
容
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
同

一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
、　
一
を
こ
れ
ら
の
申
請
書
の

い
ず
れ
か

一
に
添
付
す
れ
ば
足
り
る
。

（推
薦
等
）

第
十
二
条
　
令

二
十
八
条
第
二
項
第

一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
者

（以
下
こ
の
条
に

劉
＝
「

「
―
樹
刺
剖
「
日
＝
引
刊
Ⅵ
は
、
法
第
四
条
第

一
項
第
四
号
若
し
く
は
第

五
号
、
第
五
条
第

一
項
第

一
号
、
第
五
条
の
二
第
二
項
第

一
号
、
第
二
項
第

一

矧
＝
剃
口
硼
鋼
コ
矧
瀾
じ
ぐ
は
第
六
項
又
は
第
九
条
の
十
三
第

一
項
の
規
定
に

よ
り
推
薦
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
の
推
薦
書

を
そ
の
被
推
薦
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四

条
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
推
薦
に
つ
い
て
は
、
そ
の
推
薦
書
の
写
し
を

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
推
薦
書

七
～
十

　

（略
）

２
　
同
時
に
複
数
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
、

申
請
人
の
写
真
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同

一
の
内
容
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
同

一
の
内
容
と
な
る
書
類
に
つ
い
て
は
、　
一
を
こ
れ
ら
の
申
請
書
の

い
ず
れ
か

一
に
添
付
す
れ
ば
足
り
る
。

（推
薦
等
）

剃
ョ
剣

令

五
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
者
は
、
法
第
四
条
第

一
項
第
四
号
若
し
く
は
第

五
号
、
第
五
条
第

一
項
第

一
号
又
は
第
五
条
の
二
第
二
項
第

一
号
若
し
く
は
第

四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
推
薦
を
行
う
こ
と
と
な

つ
た
場
合
に
は
、
別
記
様

式
第
六
号
の
二
の
推
薦
書
を
そ
の
被
推
薦
者
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
条
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
推
薦
に
つ
い
て
は

、
そ
の
推
薦
書

の
写
し
を
国
家
公
安
委
員
会
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

七

頁


